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佐賀県特別職報酬等審議会の設置目的・審議事項

佐賀県特別職報酬等審議会条例（抜粋）

（設置）
第１条 県議会議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額（以下
「報酬等の額」という。）について調査審議するため、佐賀県特別職報酬等
審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（諮問）
第２条 知事は、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、
あらかじめ、当該報酬等の額について審議会に諮問するものとする。

（組織）
第３条 審議会は、委員１０人以内で組織する。
２ 委員は、県の区域内の公共的団体等の代表者その他県民のうちから、知事が
任命する。
３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員
の任期は、前任者の残任期間とする。
４ 委員は、再任されることができる。

（会議）
第５条 審議会は会長が招集する。
２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
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過去の諮問・答申
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平成30年度平成17年度平成7年度

5/8 報酬・給料12/26 報酬・給料7/26 報酬・給料諮問

6/11/309/1答申書

知 事 1,260,000円
副知事 990,000円
議 長 990,000円
副議長 860,000円
議 員 800,000円

知 事 1,190,000円
副知事 940,000円
議 長 940,000円
副議長 820,000円
議 員 760,000円

知 事 1,280,000円
副知事 1,010,000円
議 長 1,010,000円
副議長 880,000円
議 員 810,000円

答申内容

H31.4H18.4H7.11実施時期

◎ 諮問・答申

令和4年度平成27年度平成25年度

教育長の給料
期末手当の
加算割合期末手当の加算割合退職手当の支給割合意見伺い

1/1210/215/23意見書

教育長
760,000円
→810,000円

知事、副知事、
議員
30％→45％

知事、副知事、議員
20％→30％

知 事 0.65→0.55
副知事 0.45→0.38

意見書
内容

R5.4H28.4H25.6実施時期

◎ 意見書



◎ 知事、副知事、県議会議員の報酬等の額
の状況について

議 事
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◎ 諮問事項 → 今回諮問なし
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（１） 報酬等の額の改定の考え方

知事、副知事、県議会議員の報酬等の額
の状況について



現在の報酬等の考え方（平成31年4月～）
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 民間企業の役員報酬等を参考にできないか議論したが、企業ごとに報酬構造が
さまざまであり、また詳細データを十分に入手できないなど、知事の給料月額
水準の参考とすることは困難

 このため、他都道府県知事の給料月額の状況、本県の１人当たり県民所得や財
政力指数などの指標を参考とする

 とりわけ、同等の職務職責を持つ他都道府県、特に九州各県との比較や平成17
年以前の本県の水準を考慮の上、職務職責に応じた額となるよう検討し判断

 また、副知事の給料月額及び議員の報酬月額については、それぞれの職の職務
職責について議論を行い、知事の改定額を踏まえて検討し判断

前回（平成３０年６月）の答申概要

～平成３１年３月

1,190,000円知 事

940,000円副知事

940,000円議 長

820,000円副議長

760,000円議 員

平成３１年４月～

1,260,000円

990,000円

990,000円

860,000円

800,000円

【答申内容（改定の考え方）】
※ 県議会議員は任期の関係上、平成３１年４月３０日から改定

（＋70,000円）

（＋50,000円）

（＋50,000円）

（＋40,000円）

（＋40,000円）



直近の答申（H30.6）後の一般職の給与改定の状況
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月例給

改定率公民較差

0.12％0.12%（ 416円）平成30年

0.03％0.03％（ 97円）令和元年

－▲0.01％（ ▲43円）令和2年

－▲0.01％（ ▲20円）令和3年

0.24％0.24％（ 834円）令和4年

1.08％1.08％（ 3,745円）令和５年

2.94％2.94％（10,244円）令和６年

3.07％3.07％（11,005円）令和7年

7.48％7.46％累計改定率
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（２） 1人当たり県民所得、財政力指数の状況

知事、副知事、県議会議員の報酬等の額
の状況について



（出典：内閣府・佐賀県ホームページ）

（単位︓千円） （全国順位）

○県民所得とは、給料や退職金などにあたる雇用者報酬、利子や賃貸料などの財産所得、
会社や自営業の営業利益にあたる企業所得からなり、県民個人の所得（給与）だけでは
なく企業の利潤なども含んだ県民経済全体の所得を表すもの。
（参考）佐賀県の県民所得＝雇用者報酬＋財産所得＋企業所得

1人当たり県民所得＝（雇用者報酬＋財産所得＋企業所得）／県内人口
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（単位：千円）
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 本県は全国30位（九州１位）で、一人当たり県民所得は2,892千円。

一人当たり県民所得の全国順位（令和４年度）



 地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値
の過去３ヶ年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指数。

 財政力指数が高いほど、普通交付税算定上のいわゆる留保財源が大きいことになり、財
源に余裕があるということができる。

財政力指数
（過去３ヶ年平均）

基準財政収入額
＝
基準財政需要額

（全国順位）（財政力指数）
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 本県は全国38位（九州5位）であり、財政力指数は0.36程度。

38位 0.36078

財政力指数の全国順位（令和４年度～令和６年度）
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（３） 知事の給料月額等

知事、副知事、県議会議員の報酬等の額
の状況について



（単位：千円）

 本県知事の給料月額は、都道府県比較で32位（九州2位）

14

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

大
阪
府

東
京
都

神
奈
川
県

埼
玉
県

愛
知
県

千
葉
県

広
島
県

北
海
道

福
岡
県

静
岡
県

宮
城
県

茨
城
県

岐
阜
県

兵
庫
県

福
島
県

滋
賀
県

愛
媛
県

群
馬
県

香
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

三
重
県

徳
島
県

長
野
県

京
都
府

栃
木
県

岡
山
県

山
口
県

島
根
県

青
森
県

佐
賀
県

長
崎
県

岩
手
県

山
梨
県

大
分
県

山
形
県

熊
本
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

高
知
県

奈
良
県

秋
田
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

32位 1,260千円

知事の給料月額の都道府県比較（本則）《令和７年４月1日現在》



（単位：千円）

 年間の給料、地域手当、期末手当の合計額は、都道府県比較で33位（九州2位）
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知事の年収の都道府県比較（本則）《令和７年４月1日現在》



（単位：千円）

 本県知事の1期あたりの退職手当は、都道府県比較で29位（九州5位）
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知事の退職手当の都道府県比較（本則）《令和７年４月1日現在》
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（４） 副知事の給料月額等

知事、副知事、県議会議員の報酬等の額
の状況について



 本県副知事の給料月額は、都道府県比較で32位（九州3位）

（単位：千円）

18

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

東
京
都

神
奈
川
県

埼
玉
県

愛
知
県

千
葉
県

静
岡
県

北
海
道

広
島
県

茨
城
県

福
岡
県

群
馬
県

岐
阜
県

大
阪
府

兵
庫
県

宮
城
県

福
島
県

滋
賀
県

三
重
県

京
都
府

富
山
県

石
川
県

福
井
県

岡
山
県

山
口
県

新
潟
県

栃
木
県

愛
媛
県

島
根
県

香
川
県

長
野
県

大
分
県

徳
島
県

佐
賀
県

長
崎
県

宮
崎
県

青
森
県

岩
手
県

熊
本
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

山
梨
県

山
形
県

和
歌
山
県

奈
良
県

鳥
取
県

高
知
県

秋
田
県

32位 990千円

副知事の給料月額の都道府県比較（本則）《令和７年４月1日現在》



（単位：千円）

 年間の給料、地域手当、期末手当の合計額は、都道府県比較で33位（九州3位）
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33位 16,832千円

副知事の年収の都道府県比較（本則）《令和７年４月1日現在》



（単位：千円）

 本県副知事の1期あたりの退職手当は、都道府県比較で37位（九州6位）
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37位 18,058千円

副知事の退職手当の都道府県比較（本則）《令和７年４月1日現在》
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（5） 県議会議長の報酬の額等

知事、副知事、県議会議員の報酬等の額
の状況について



 本県の県議会議長の報酬月額は、都道府県比較で23位（九州2位）

（単位：千円）
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23位 990千円

県議会議長の報酬月額の都道府県比較（本則）《令和７年４月1日現在》



（単位：千円）

 年間の給料、期末手当の合計額は、都道府県比較で22位（九州2位）
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22位 16,832千円

県議会議長の年収の都道府県比較（本則）《令和７年４月1日現在》
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（６） 県議会副議長の報酬の額等

知事、副知事、県議会議員の報酬等の額
の状況について



 本県の県議会副議長の報酬月額は、都道府県比較で32位（九州7位）

（単位：千円）
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32位 860千円

県議会副議長の報酬月額の都道府県比較（本則）《令和７年４月1日現在》



（単位：千円）

 年間の給料、期末手当は、都道府県比較で29位（九州5位）
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29位 14,622千円

県議会副議長の年収の都道府県比較（本則）《令和７年４月1日現在》
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（７） 県議会議員の報酬の額等

知事、副知事、県議会議員の報酬等の額
の状況について



 本県の県議会議員の報酬月額は、都道府県比較で29位（九州2位）

（単位：千円）
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29位 800千円

県議会議員の報酬月額の都道府県比較（本則）《令和７年４月1日現在》



（単位：千円）

 年間の給料、期末手当の合計額は、都道府県比較で28位（九州2位）
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県議会議員の年収の都道府県比較（本則）《令和７年４月1日現在》

28位 13,602千円
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国及び他県の特別職の給与の状況について

参考



（参考）国及び他県の特別職の給与の状況について

31

○国
 月例給：
令和７年度法改正により、当分の間、内閣総理大臣等が国会議員の職を兼ねる場合、
内閣総理大臣等としての給与は支給しない特例措置が講じられている。
この特例措置が講じられる前の月例給は以下のとおり。

※内閣総理大臣等の月例給及び特別給は、現下の諸情勢に鑑み、当分の間、

令和6年度給与改定前の額に据え置くこととされていた。

※内閣官房HP「主な特別職の職員の給与」より

経過措置本則官職名

2,016,000円2,038,000円内閣総理大臣

1,470,000円1,486,000円国務大臣 他

1,410,000円1,426,000円副大臣 他

○九州各県
 改定の予定なし
 大分県は令和5年度に特別職の報酬月額を引上げ（2,000円～3,000円）



（参考）国及び他県の特別職の給与の状況について

32

○九州各県以外

 令和7年4月1日以降、知事の給料月額等の引上げの改定を行った都道府県

副知事知事

引上げ額改定後改定前引上げ額改定後改定前

30,000円1,000,000円970,000円40,000円1,290,000円1,250,000円岩手県

37,000円991,000円954,000円49,000円1,289,000円1,240,000円山形県

13,000円1,205,000円1,192,000円16,000円1,476,000円1,460,000円東京都

16,000円1,018,000円1,002,000円20,000円1,300,000円1,280,000円新潟県

15,000円1,025,000円1,010,000円20,000円1,300,000円1,280,000円三重県

29,000円974,000円945,000円37,000円1,237,000円1,200,000円鳥取県


